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 受給できる事業主は、次の(1)から(10)までのいずれにも該当する事業主です。 

 (1) 以下のイ～ヘのいずれかに該当し、公共職業安定所に求職申込みをしている者を、公共職業安定所の

紹介により試行雇用（以下「トライアル雇用」という。原則3か月。1か月又は2か月も可能。）として雇

い入れた事業主であること。 

  イ 中高年齢者 

    トライアル雇用開始時に45歳以上65歳未満であって、離職後一定期間（当分の間、3か月とする）経

過するまでの間に再就職の実現が困難であった者で、速やかな再就職を促進することが特に必要であ

ると公共職業安定所長が認める者。 

  ロ 若年者 

    トライアル雇用開始時に35歳未満の者。 

  ハ 母子家庭の母等 

    母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、20

歳未満の子若しくは別表に定める障害がある状態にある子又は同項第5号の精神若しくは身体の障害

により長期にわたって労働の能力を失っている配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。）を扶養している者。 

    生活保護法（昭和25年法律第144号）第19条に基づき、都道府県知事、市長及び社会福祉法（昭和26

年法律第45号）に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長が生活保護法による保護を決定した

者。 

  ニ 障害者 

    障害者雇用促進法第2条第1号に定める障害者。 

  ホ 日雇労働者 

    日雇労働者（日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者）として雇用されること

を常態とする者。 

  ヘ ホームレス 

    ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条に定めるホームレス。 

 (2) 雇用保険の適用事業の事業主であること。 

 (3) トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用終了までの間にお

いて、雇用する雇用保険被保険者（短時間労働被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働保険被保

険者を除く。）を事業主の都合により解雇したことがない事業主であること。 

 (4) トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用終了までの間にお

試行雇用奨励金 

職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層について、これらの者を一定期間試行雇

用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進する

こと等を通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として、試行雇

用奨励金を支給します。 

受給できる事業主 
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いて、トライアル実施事業所において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者（短

期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。）を3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険

者数の6％に相当する数を超えて離職させた事業主以外の事業主であること。 

 (5) 当該対象者のトライアル雇用を開始した日の前日から起算して3年間において、当該対象者を雇用した

ことがない事業主であること。 

 (6) 資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者（日雇労働者は除く）を雇用していた事業主と

密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。 

 (7) 奨励金の支給を行う際に、トライアル実施事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前

の年度に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条第1項第1号の一般保険料を納入していない

事業主以外の事業主であること。（中高年齢者、若年者、日雇労働者のトライアル雇用を実施する事業主

の場合に限る。） 

 (8) 当該対象者のトライアル雇用を開始した日の前日から起算して3年間において、不正行為により試行雇

用奨励金の不支給又は支給の取消しの措置を受けたことがない事業主であること。 

 (9) トライアル雇用を終了した日において、悪質な不正行為により本来受けることのできない助成金等（雇

用保険法第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金）を受け、又は受けようとしたことにより、3年間に

わたる助成金等の不支給措置が執られている事業主以外の事業主であること。 

 (10) 当該対象者の雇入れに係る事業所において、試行雇用奨励金の支給決定等に必要な労働関係帳簿（出

勤簿、タイムカード、労働者名簿等）を整備�保管している事業主であること。 

 

 

 対象者1人につき月額5万円です。ただし、対象者が支給対象期間の途中で離職した場合又は常用雇用へ移

行した場合であって、1か月に満たない雇用期間がある場合は、その期間についての奨励金の額は、次の算定

式により算出された額（千円未満の端数は切り捨て）です。 

 

           当該1か月に満たない期間における 

           当該対象者の就業していた日数 
  支給額 ＝                        × 5万円 
         当該事業所における1か月間の所定就業日数 

 

 

(1) 試行雇用奨励金を受給しようとする事業主は、まずトライアル雇用による雇い入れ日から2週間以内に対

象者の同意の署名又は押印のある「トライアル雇用実施計画書」を対象者の紹介を受けた公共職業安定所

に提出して下さい。（ただし、対象者が中高年齢者、若年者及び母子家庭の母等の場合に限ります。） 

(2) その後、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1か月以内に「トライアル雇用結果報告書」及

び「試行雇用奨励金支給申請書」に必要な書類を添付の上、トライアル雇用を実施した事業所の所在地を

管轄する公共職業安定所に提出して下さい。 

 手続き等の詳細については、最寄りの公共職業安定所にお問い合わせ下さい。 

 

受給できる額 

受給のための手続 
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 別表 

 

 ① 両眼の視力（万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力

について測ったものをいう。）の和が0.08以下のもの 

 ② 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 

 ③ 平衡機能に著しい障害を有するもの 

 ④ そしゃく機能を欠くもの 

 ⑤ 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 

 ⑥ 両上しのおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 

 ⑦ 両上しのおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 

 ⑧ 一上しの機能に著しい障害を有するもの 

 ⑨ 一上しのすべての指を欠くもの 

 ⑩ 一上しのすべての指の機能に著しい障害を有するもの 

 ⑪ 両下しのすべての指を欠くもの 

 ⑫ 一下しの機能に著しい障害を有するもの 

 ⑬ 一下しを足関節以上で欠くもの 

 ⑭ 体幹の機能に歩くとこができない程度の障害を有するもの 

 ⑮ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度

の障害を有するもの 

 ⑯ 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 

 ⑰ 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えるこ

とを必要とする程度の障害を有するもの 

 


